
一般社団法人ディレクトフォース個人情報保護基本規程 

第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この規程は一般社団法人ディレクトフォース（以下、DF）の保有する

個人情報の適切な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、DF の事

業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的と

する。 

２ 個人情報の保護に関して、この規程に定めのない事項は「個人情報の保護に

関する法律」の定めるところによる。 

（定 義） 

第２条 この規程で用いる用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 個人情報 

生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。 

①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

することができるもの （他の情報と容易に照合することができ、それにより特

定の個人を識別することができるものを含む） 

②個人識別符号が含まれるもの 

・DNA 情報（これを構成する塩基の配列）・顔（容貌）情報・虹彩情報 



・声紋情報・歩行の様態に関する情報・掌の静脈に関する情報・指紋・掌紋

情報 

(2) 本人 

個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

(3) 従事者 

DFの組織内にあって直接又は間接にDFの指示を受けてDFの定款に定められ

る業務を遂行する会員をいう。 

(4) 個人情報データベース 

個人情報を含む情報の集合物であって、電子デバイスを用いて特定の個人情報

を検索することができるように体系的に構成したもの、または電子デバイス以

外の方法でも特定の個人情報を検索できるものをいう。 

(5) 個人データ 

個人情報データベースを構成する個人情報をいう。 

(6) 保有個人データ 

DF が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提

供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。 

（適用範囲） 

第３条 本規程は、DF の業務に従事する全ての者（従事者、業務委託関係にあ



る者、雇用関係にある従業員等）及び DF の主催する同好会等の組織に参加する

者に適用される。 

（個人情報保護の責務者） 

第４条 DF 事務局員および会員は、日本における個人情報の保護に関する法令

を遵守し、実施するあらゆる事業を通して個人情報の保護に努めるものとする。 

第２章 個人情報の利用・取得 

（個人情報の利用目的の特定） 

第５条 個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定し

なければならない。 

２ 個人情報は、DF の業務上必要な範囲に限り取り扱うことができる。 

（個人情報の利用目的外の利用の制限） 

第６条 前条の規定により、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて

個人情報を取り扱うことはできない。但し、あらかじめ本人の同意を得た場合は

この限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじ

め本人の同意を得ないで、特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り

扱うことができる。 

(1) 日本の法令に基づく場合 



(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき 

（個人情報の利用目的の通知） 

第７条 個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を本人に通知

し、または公表しなければならない。 

２ 前項に関わらず、次の各号に該当する場合は、公表または通知を行わないも

のとする。 

(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、

身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより DF の権利又は正当な利

益を害するおそれがある場合 

(3) 日本の国の機関又は地方公共団体が日本の法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公

表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

（利用目的の変更） 

第８条 個人情報の利用目的を変更する場合は、変更された利用目的について、

本人に通知または公表しなければならない。 



（個人情報の取得） 

第９条 個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、日本の法令

を遵守し、適正に行うものとする。 

第３章 個人情報保護体制 

（個人情報総責任者） 

第 10 条 DF の個人情報総責任者は事務局長がその任に当たるものとする。 

２ 個人情報総責任者は、次の事項を統括管理する。 

(1) 個人情報保護に関する安全管理措置の実施 

(2) 個人情報保護に関する取扱規程の整備・改善 

(3) 個人情報漏洩等の事故に対する適切な対処 

(4) その他個人情報保護に関する必要な業務 

（個人情報管理者） 

第 11 条 個人情報総責任者は、個人情報総責任者の業務を遂行するにあたり、

補助者として、個人情報管理者を任命する。 

２ 個人情報管理者の業務は、以下のとおりである。 

(1) 個人情報保護に関する安全管理措置に基づく具体的事項の実施 

(2) 個人情報保護に関する規程の作成 

(3) 個人情報漏洩等の事故に対する窓口相談 



(4) その他個人情報保護に関して、個人情報総責任者から指示された事項 

第４章 安全管理 

（安全管理措置） 

第 12 条 個人情報総責任者は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の

防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるもの

とする。 

２ 個人情報総責任者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データ

を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。 

（従事者の管理） 

第 13 条 個人情報総責任者は、従事者が個人データを取り扱うに際しては、当

該個人データの安全管理が図られるよう、当該従事者に対して必要かつ適切な

監督を行うものとする。 

（委託先の管理） 

第 14 条 従事者が個人データの取扱いの全部又は一部を外部へ委託する場合、

個人情報総責任者は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られ

るよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（取り扱い上の注意事項） 

第 15 条 従事者は、個人データの保管や整理については、細心の注意を払わな



ければならず、かつ、個人データに関する資料やパソコン上のデータを閲覧や複

写をしたり、外部へ持ち出したりする場合は、個人情報総責任者の事前の許可を

受けるものとする。 

（廃棄） 

第 16 条 DF は、その保管する個人情報の保管期限を経過した個人データにつ

いては、速やかに廃棄処分するものとする。 

（苦情処理） 

第 17 条 個人情報の取り扱いに関する苦情処理は、相談窓口を設け、個人情報

総責任者の責任に基づき、適切かつ迅速に対応するものとする。 

第５章 第三者提供 

（第三者提供の制限） 

第 18 条 DF は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ない

で、個人データを第三者に提供してはならない。 

(1) 日本の法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき 

２ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定

の適用については、第三者に該当しないものとする。 



(1) DF が、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部

又は一部を委託する場合 

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

(3) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並び

に共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する

者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は

名称及び住所並びに当該個人データの管理について責任を有する者が法人の場

合にはその代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易

に知り得る状態に置いているとき。 

３ DF は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の

氏名、名称若しくは住所又は個人データの管理について責任を有する者が法人

の場合にはその代表者の氏名に変更があった場合は遅滞なく、同号に規定する

利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとする場合はあら

かじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く

ものとする。 

第６章 雑則 

（その他） 

第 19 条 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。 



 附 則 

１．本規程の変更は、理事会の承認を必要とする。 

２．この規程は 2023 年 4 月 1 日から施行する。 

◆ 本方針および DF の個人情報の取扱に関するお問い合わせ窓口 

TEL: 03-6693-8020 

FAX: 03-6693-8021 

電子メール dfjimukyoku@directforce.org 

一般社団法人ディレクトフォース 

 

 

 

 

 


